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議案第３号 

 

五島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

五島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出

する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

五島市職員の育児休業等に関する条例（平成１６年五島市条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

第７条第１項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第

１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

第８条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正により、会計年度任用職員に

対して勤勉手当を支給することができるようになったこと等に伴い、所要の規定の

整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第４号 

 

五島市浮体式洋上風力発電漁業振興基金条例の制定について 

五島市浮体式洋上風力発電漁業振興基金条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市浮体式洋上風力発電漁業振興基金条例 

（設置） 

第１条 浮体式洋上風力発電施設と共生する漁業の振興を図るため、五島市浮体式

洋上風力発電漁業振興基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（基金の原資） 

第２条 基金は、五島フローティングウィンドファーム合同会社からの寄附金をも

って充てる。 

２ 前項に定めるもののほか、基金の原資として、毎年度別に予算で定める額を積

み立てるものとする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、

処分することができる。 
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（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定

める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

浮体式洋上風力発電施設と共生する漁業の振興を図るために要する経費の財源に

充てるため、五島市浮体式洋上風力発電漁業振興基金を設置することから、必要な

事項を定める必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第５号 

 

五島市洋上風車夢基金条例の制定について 

五島市洋上風車夢基金条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市洋上風車夢基金条例 

（設置） 

第１条 人材育成を目的とした五島市立の小学校の児童及び中学校の生徒に対する

教育並びに環境保全の推進を図るため、五島市洋上風車夢基金（以下「基金」と

いう。）を設置する。 

（基金の原資） 

第２条 基金は、五島フローティングウィンドファーム合同会社からの寄附金をも

って充てる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、

処分することができる。 

（委任） 
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第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定

める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

人材育成を目的とした五島市立の小学校の児童及び中学校の生徒に対する教育並

びに環境保全の推進を図るために要する経費の財源に充てるため、五島市洋上風車

夢基金条例を設置することから、必要な事項を定める必要がある。これが、この条

例案を提出する理由である。 
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議案第６号 

 

督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 

（五島市税条例の一部改正） 

第１条 五島市税条例（平成１６年五島市条例第７５号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２号中「督促手数料、」を削る。 

第２１条を次のように改める。 

 第２１条 削除 

（五島市税外収入督促手数料及び延滞金条例の一部改正） 

第２条 五島市税外収入督促手数料及び延滞金条例（平成１６年五島市条例第８

０号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  五島市税外収入の督促及び延滞金に関する条例 

第１条中「督促手数料」を「督促」に改める。 

第３条を削る。 

第４条第１項中「第２条」を「前条」に改め、同条を第３条とし、第５条を第

４条とする。 

第６条第１項中「督促手数料」を「延滞金」に、「延滞金」を「督促した税外

収入金」に改め、同条第２項を削り、同条を第５条とする。 

第７条中「督促手数料及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条を第

６条とし、第８条を第７条とする。 

（五島市介護保険条例の一部改正） 

第３条 五島市介護保険条例（平成１６年五島市条例第１３６号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条を次のように改める。 
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 第８条 削除 

（五島市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正） 

第４条 五島市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例（平成１６年五島市条例

第１９６号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項を削る。 

（五島市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第５条 五島市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年五島市条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条から第１０条までを１条ずつ繰り

上げる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に第１条の規定による改正前の五島市税条例第２１条

の規定、第２条の規定による改正前の五島市税外収入督促手数料及び延滞金条

例第３条の規定及び第４条の規定による改正前の五島市漁業集落排水事業受益

者分担金徴収条例第９条第２項の規定により徴収する督促手数料並びに第３条

の規定による改正前の五島市介護保険条例第８条及び第５条の規定による改正

前の五島市後期高齢者医療に関する条例第５条に規定する督促手数料について

は、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

市税等について、令和６年度以降に行う督促に係る督促手数料を廃止するため、

関係する条例について所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を

提出する理由である。 
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議案第７号 

 

五島市水道事業給水条例及び五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について 

五島市水道事業給水条例及び五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提

出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市水道事業給水条例及び五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

 （五島市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 五島市水道事業給水条例（平成１６年五島市条例第２６５号）の一部を次

のように改正する。 

第８条及び第３８条第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に

改める。 

 （五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部改正） 

第２条 五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例（平成２４年五島市条例第４０号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第１項第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改

める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）等の一部改正により、水道の整備及び管理

行政の所管が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されることに伴い、所要
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の規定の整理を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第８号 

 

五島市児童遊園条例及び五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正に

ついて 

五島市児童遊園条例及び五島市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する

条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市児童遊園条例及び五島市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正

する条例 

（五島市児童遊園条例の一部改正） 

第１条 五島市児童遊園条例（平成１６年五島市条例第１００号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項の表三井楽児童遊園の項を削る。 

第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条から第８条までを１条ずつ繰り上

げる。 

第９条を削り、第１０条を第８条とする。 

（五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 五島市附属機関の設置等に関する条例（令和３年五島市条例第３１号）の

一部を次のように改正する。 

別表市長の部五島市児童遊園運営協議会の項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（平成１６年五島

市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１児童遊園運営協議会委員の項を削る。 
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（提案理由） 

市内の児童遊園について、児童厚生施設としての性質を廃止すること等に伴い、

所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第９号 

 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年五島市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

第２３条の見出しを「(掲示等)」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示す

るとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信さ

れることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送

又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改め

る。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こど

も園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保

育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、」を加える。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録

媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

この条例中第１５条第１項第２号及び第３６条第３項の改正規定は公布の日から、

第２３条及び第５３条第２項第２号の改正規定は令和６年４月１日から施行する。 
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（提案理由） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、所要の

規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１０号 

 

五島市立保育事業所条例の一部改正について 

五島市立保育事業所条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市立保育事業所条例の一部を改正する条例 

五島市立保育事業所条例（平成２７年五島市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項の表奈留さくら保育所の項中「五島市奈留町浦４６８番地１１２」

を「五島市奈留町浦１２２５番地１」に改める。 

第５条第２項中「午前７時１５分から午後６時１５分まで」を「午前８時から午

後５時４５分まで」に改め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、土曜日の保育時間は、午前８時から正午までとする。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

奈留さくら保育所について、令和６年度から園舎の移設及び保育時間の短縮をす

るため、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。 
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議案第１１号 

 

五島市介護保険条例の一部改正について 

五島市介護保険条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市介護保険条例の一部を改正する条例 

五島市介護保険条例（平成１６年五島市条例第１３６号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第１項第１号中「３９，９６０円」を「３７，０１０円」に改め、同項第

２号中「５９，９４０円」を「５５，７３０円」に改め、同項第３号中「５９，９

４０円」を「５６，１３０円」に改め、同項第４号中「７１，９２０円」を「７３

，２２０円」に改め、同項第５号中「７９，９２０円」を「８１，３６０円」に改

め、同項第６号中「９９，９００円」を「１０１，７００円」に改め、同項第７号

中「１０７，８９０円」を「１０９，８３０円」に改め、同項第８号中「１２３，

８７０円」を「１２６，１００円」に改め、同項第９号中「１３９，８６０円」を

「１９５，２６０円」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第８号の次に次の４

号を加える。 

(9) 政令第３９条第１項第９号に掲げる者 １４２，３８０円 

(10) 政令第３９条第１項第１０号に掲げる者 １５４，５８０円 

(11) 政令第３９条第１項第１１号に掲げる者 １７０，８５０円 

(12) 政令第３９条第１項第１２号に掲げる者 １８７，１２０円 

第４条第２項から第４項までの規定中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改め、同条第７項中「令和３年度から令和５年度

まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「５５，９５０円」を「５５，７

４０円」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第６項中「令和３年度から令和５

年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「３９，９６０円」を「３９

，４６０円」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第５項中「令和３年度から令

和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２３，９８０円」を「

２３，１９０円」に改め、同項を同条第９項とし、同条第４項の次に次の４項を加
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える。 

５ 令和６年度から令和８年度までの政令第３９条第１項第９号イの市町村の定め

る額は、４２０万円とする。 

６ 令和６年度から令和８年度までの政令第３９条第１項第１０号イの市町村の定

める額は、５２０万円とする。 

７ 令和６年度から令和８年度までの政令第３９条第１項第１１号イの市町村の定

める額は、６２０万円とする。 

８ 令和６年度から令和８年度までの政令第３９条第１項第１２号イの市町村の定

める額は、７２０万円とする。 

 第６条第３項中「又は第８号ロ」を「、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１

１号ロ又は第１２号ロ」に、「第８号まで」を「第１２号まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする第９期介護保険事業計

画の策定に伴い、保険料率の見直しを行うほか、所要の規定の整備を行う必要があ

る。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１２号 

 

五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に係る基準に関する条例等の一部改正について 

五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に係る基準に関する条例等の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に係る基準に関する条例等の一部を改正する条例 

（五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に係る基準に関する条例の一部改正） 

第１条 五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に係る基準に関する条例（平成２５年五島市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第６条第４項ただし書中「業務又は」を「職務又は」に改め、同条第５項第１

１号を削り、同項第１２号を同項第１１号とし、同条第６項中「当該定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業所」を「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所」に、「同一施設内」を「同一敷地内」に、「業務」を「職務」

に改める。 

 第７条ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある」を削る。 

 第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。第２０３条第１項において同じ。）に係る記録媒体をい

う。）」に改める。 

 第２４条第９号を同条第１１号とし、同条第８号を同条第１０号とし、同条第

７号の次に次の２号を加える。 

 (8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用
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者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等

」という。）を行ってはならない。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項

」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に

、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。 

 第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第７

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第

６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同

項第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第４７条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜

間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項第１１号を削り、同項第１２号を

同項第１１号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「当該夜間対応型訪問介護

事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。 

 第４８条ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内の」を削る。 

 第５１条第７号を同条第９号とし、同条第６号を同条第８号とし、同条第５号

を同条第７号とし、同条第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５
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号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同

項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第５９条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第５９条の９第６号を同条第８号とし、同条第５号を同条第７号とし、同条第

４号の次に次の２号を加える。 

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第５９条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による

」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第５９条の２０の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」を

「同項第５号」に改める。 

 第５９条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第５９条の３０第５号を同条第７号とし、同条第４号を同条第６号とし、同条

第３号を同条第５号とし、同条第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
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者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第５９条の３７第２項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する

」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の

１号を加える。 

(4) 第５９条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６１条第５項中「業務」を「職務」に改める。 

 第６２条第１項ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある」

を削る。 

 第６５条第２項中「介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは」の次に「健

康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定に

よる改正前の法第４８条第１項第３号に規定する」を加える。 

 第６６条第１項ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある」

を削る。 

 第７０条第６号を同条第８号とし、同条第５号を同条第７号とし、同条第４号

の次に次の２号を加える。 

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

 第７９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６

号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め

、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利
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用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第８２条第６項中「業務」を「職務」に改め、同項の表の当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項

中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削り、

同条第１０項ただし書中「業務」を「職務」に改める。 

 第８３条第１項ただし書中「業務に」を「職務に」に、「当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所に併設する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲

げる施設等の業務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の業務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型

訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受

け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る業務を含む。）若

しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（

同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、

施設等の職務」に改め、同条第３項中「第１９２条第２項」を「第１９２条第３

項」に改める。 

 第９２条第５号中「身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体の拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条第８号を同条第９号

とし、同条第７号を同条第８号とし、同条第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

 第１０６条の次に次の１条を加える。 
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（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生

産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

 第１０７条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

 第１１０条第４項及び第５項ただし書中「業務」を「職務」に改める。 

 第１１１条第１項ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある

」及び「若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等に

より」を削る。 

 第１２５条第３項を同条第８項とし、同条第２項を同条第７項とし、同条第１

項の次に次の５項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行っ

た市長に届け出なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に
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対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定

する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同

条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以

下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医

療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居さ

せることができるように努めなければならない。 

 第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

 第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条の２」に改

める。 

 第１３０条第５項及び第６項ただし書中「業務」を「職務」に改め、同条第７

項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同条第８項及び第９項中「業務

」を「職務」に改め、同条に次の１項を加える。 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの適用

については、当該規定中「１」とあるのは、「０．９」とする。 

(1) 第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会において

、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るた

めの取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項

の実施を定期的に確認していること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において

「介護機器」という。）の定期的な点検 
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オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

ため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認

められること。 

 第１３１条ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある」を削

る。 

 第１４７条第２項を同条第７項とし、同条第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定め

るように努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならな

い。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協

定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で

、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させる
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ことができるように努めなければならない。 

 第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

 第１４９条中「及び第９９条」を「、第９９条及び第１０６条の２」に改める

。 

 第１５１条第３項中「業務」を「職務」に改め、同条第８項第３号中「若しく

は」を「又は」に改め、「又は介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合

に限る。）」を削り、同条第１０項、第１１項ただし書及び第１６項中「業務」

を「職務」に改める。 

 第１５２条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５号）

」を加える。 

 第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師

及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を

得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応

じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

 第１６６条中「業務」を「職務」に改め、同条ただし書中「同一敷地内にある

」を削る。 

 第１６７条第５号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

 第１７２条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治

療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を

満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただし書

を加える。 

  ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

第１７２条第１項に次の各号を加える。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。  
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(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を、常時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入

院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保し

ていること。 

 第１７２条第２項を同条第６項とし、同条第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間

で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市長に

届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機

関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。 

 第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

 第１７７条中「第４項まで」の次に「及び第１０６条の２」を加える。 

 第１８７条第５項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第１８９条中「第４項まで」の次に「、第１０６条の２」を加える。 

 第１９１条第７項各号列記以外の部分中「業務」を「職務」に改め、同項第４

号を削り、同項第５号を同項第４号とし、同条第１１項中「業務」を「職務」に

改める。 
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 第１９２条第１項ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある

」及び「若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第

７項各号に掲げる施設等」を削る。 

 第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において、

又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び

機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条第１１号を

同条第１２号とし、同条第７号から同条第１０号までを１号ずつ繰り下げ、同条

第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知

徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

 第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

 第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条の２」に改

める。 

 第２０３条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）」を削る。 

（五島市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部改正） 

第２条 五島市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員

、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に係る基準に関する条例（平成２５年五島市条例第１３号）
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の一部を次のように改正する。 

 第５条第５項中「業務」を「職務」に改める。 

 第６条第１項ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある」を

削る。 

 第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法

律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその

効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４４条第６項において同じ

。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２

６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医

療施設」に改める。 

 第１０条第１項ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある」

を削る。 

 第１１条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって作成

する」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。第９１条第１項において同じ。）に

係る記録媒体をいう。）をもって調製する」に改める。 

 第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項

」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に

、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。 

第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６

号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め

、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す
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る行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号

とし、同条第１０号から同条第１３号までを２号ずつ繰り下げ、同条第９号の次

に次の２号を加える。 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き

、身体的拘束等を行ってはならない。 

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第４４条第６項中「業務」を「職務」に改め、同項の表の当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合の項中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」

を削り、同条第１０項ただし書中「業務」を「職務」に改める。 

 第４５条第１項ただし書中「業務に」を「職務に」に改め、「当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第６項の表の当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されてい

る場合の項の中欄に掲げる施設等の業務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の業務（

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定

する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。）が、指

定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第４７条第１項

に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。）、指定訪問介護

事業者（長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（平成２４年長崎県条例第６３号）。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第６条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又

は指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準条例第６５条第１項に規定する
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指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営を

行っている場合には、これらの事業に係る業務を含む。）若しくは法第１１５条

の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定

する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改

める。 

 第５３条第１項中「身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体の拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加える

。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること

。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

 第６３条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の

向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければ

ならない。 

 第６４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第７１条第４項及び第５項ただし書中「業務」を「職務」に改める。 
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 第７２条第１項ただし書中「業務」を「職務」に改め、「同一敷地内にある」

及び「若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等によ

り」を削る。 

 第８３条第３項を同条第８項とし、同条第２項を同条第７項とし、同条第１項

の次に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定め

るように努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７

項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新

感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努め

なければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協

定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で

、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
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に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

 第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

 第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に改める。 

 第９１条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）」を削る。 

（五島市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関す

る条例の一部改正） 

第３条 五島市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に

関する条例（平成２６年五島市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」とい

う。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る

事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護

支援専門員を置かなければならない。 

 第４条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下

「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定す

る」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の

規定により置く」に改め、同項ただし書中「業務」を「職務」に改め、同条に次

の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定によ

り置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４

０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員（以下この項において

「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支

援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については

、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者
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とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

 第５条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定

介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章に

おいて同じ。）」を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー

・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３４条第１項におい

て同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第１１条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料

のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問

して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者

から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

 第１２条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

 第１３条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者

である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第４号中「次章」の次に「（第

３１条第２９号の規定を除く。）」を加える。 

 第２２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事
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項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項

」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

 第２９条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第３１条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（第３１条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」

という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

 第３１条第２号の次に次の２号を加える。 

(2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

 第３１条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者

の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ウ

を同号オとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ電話

装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号イを同号エと

し、同号アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を

開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単

に「期間」という。）について、少なくとも連続する２期間に１回、利

用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間
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において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ

る。 

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。 

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができ

ること。 

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があ

ったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

 第３１条に次の１号を加える。 

 (29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合

には、その求めに応じなければならない。 

 第３４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中五島市介護保

険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に

関する条例第３４条に１項を加える改正規定、第２条中五島市介護保険法に基づ

く指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準

に関する条例第３２条に１項を加える改正規定及び第３条中五島市介護保険法に

基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例第２２条に１項
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を加える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、第１条の規定による

改正後の五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に係る基準に関する条例（以下「新地域密着型サービス基準条例」とい

う。）第９２条第７号及び第１９７条第７号、第２条の規定による改正後の五島

市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に係る基準に関する条例（以下「新地域密着型介護予防サービス基準条

例」という。）第５３条第３項の規定の適用については、これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新地域密着型サービ

ス基準条例第１０６条の２（新地域密着型サービス基準条例第１２８条、第１４

９条、第１７７条、第１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む。）

、新地域密着型介護予防サービス基準条例第６３条の２（新地域密着型介護予防

サービス基準条例第８６条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」と

する。 

（協力医療機関との連携に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新地域密着型サービ

ス基準条例第１７２条第１項（新地域密着型サービス基準条例第１８９条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、この規定中「定めておかな

ければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。 

 

 

（提案理由） 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３４号）等の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。
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これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１３号 

 

五島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準等に関する条例

の一部改正について 

五島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準等に関する条例の一

部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準等に関する条例

の一部を改正する条例 

 五島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準等に関する条例（平

成３０年五島市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援センタ

ー」という。）」を加える。 

第５条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居宅介護支援事

業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３

項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から

委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第５８

条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項において同じ。）を行う

場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所

における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項に

おいて同じ。）が４４」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康

保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設

立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定

居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の

情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置してい

る場合における第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数

を増すごとに１とする。 

 第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 
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第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、

「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画

の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下

この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居

宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占

める割合」を削り、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、

同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所におい

て作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸

与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそ

れぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指

定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪

問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型

サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を

得るよう努めなければならない。 

第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」

という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「

同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２５条に１項を加える

改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第
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３８号）の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条

例案を提出する理由である。 
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議案第１４号 

 

五島市富江農村広場条例の廃止について 

五島市富江農村広場条例を廃止する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市富江農村広場条例を廃止する条例 

五島市富江農村広場条例（平成１６年五島市条例第１６７号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

富江農村広場を廃止するため、五島市富江農村広場条例を廃止する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１５号 

 

五島市民福江プール条例の廃止について 

五島市民福江プール条例を廃止する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市民福江プール条例を廃止する条例 

五島市民福江プール条例（平成１６年五島市条例第２４７号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

市民福江プールを廃止するため、五島市民福江プール条例を廃止する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１６号 

 

五島市夜間照明施設の利用に関する条例の一部改正について 

五島市夜間照明施設の利用に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提

出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市夜間照明施設の利用に関する条例の一部を改正する条例 

五島市夜間照明施設の利用に関する条例（平成１６年五島市条例第２５１号）の

一部を次のように改正する。 

 「     

 別表中 

 五島市立崎山小学校 

２時間ごと ３，８００円 

 

を  五島市立奥浦小学校  

 五島市立翁頭中学校  

   」 

「     

 五島市立奥浦小学校 
２時間ごと ３，８００円 

 
に改める。 

 五島市立翁頭中学校  

   」 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

五島市立崎山小学校の夜間照明施設を廃止することに伴い、所要の規定の整備を

行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１７号 

 

五島市繁敷地区集会施設条例の一部改正について 

五島市繁敷地区集会施設条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市繁敷地区集会施設条例の一部を改正する条例 

五島市繁敷地区集会施設条例（平成１６年五島市条例第１８３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「五島市富江町繁敷７５１番地イ」を「五島市富江町繁敷７５０番地２

」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

繁敷地区集会施設の位置に関する規定の整理を行う必要がある。これが、この条

例案を提出する理由である。 
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議案第１８号 

 

五島市水産荷さばき所等条例の一部改正について 

五島市水産荷さばき所等条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市水産荷さばき所等条例の一部を改正する条例 

五島市水産荷さばき所等条例（平成１６年五島市条例第１８６号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第３号を次のように改める。 

(3) 日曜日（福江水産荷さばき所（第２荷さばき所に限る。）及び奈留水産荷さ

ばき所を除く。） 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

水産荷さばき所の一部の施設について、日曜日を休業日とすること等に伴い、所

要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１９号 

 

五島市漁港管理条例の一部改正について 

五島市漁港管理条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 五島市漁港管理条例（平成１６年五島市条例第１９４号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

第２０条第１項中「又は占用の」を「若しくは占用の」に改め、「者」の次に

「又は法第４３条第４項に規定する認定計画実施者（法第４４条第１項に規定する

認定計画において法第４２条第２項第２号及び第３号に掲げる事項（水面又は土地

の占用に係るものに限る。）又は法第５０条第１項各号に掲げる事項を定めた者に

限る。）」を加える。 

別表第５中「許可」の次に「又は法第４３条第１項の規定による認定」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）の一部改正に伴い、土砂採取料等

の納付対象者に、漁港管理者から漁港施設等活用事業の実施に関する計画の認定を

受けた者を加えるほか、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。 
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議案第２０号 

 

五島市営住宅管理条例の一部改正について 

五島市営住宅管理条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 五島市営住宅管理条例（平成１６年五島市条例第１９９号）の一部を次のように

改正する。 

 第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を、「

において」の次に「これらの規定を」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３

１号）の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。これが、この条例

案を提出する理由である。 
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議案第２１号 

 

五島市空家等対策の推進に関する条例及び五島市附属機関の設置等に関する

条例の一部改正について 

五島市空家等対策の推進に関する条例及び五島市附属機関の設置等に関する条例

の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市空家等対策の推進に関する条例及び五島市附属機関の設置等に関する

条例の一部を改正する条例 

 （五島市空家等対策の推進に関する条例の一部改正） 

第１条 五島市空家等対策の推進に関する条例（平成２７年五島市条例第４１号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第４条」を「第４条第１項」に改める。 

  第７条中「第６条」を「第７条」に、「第１４条第１項から第３項まで」を

「第１３条及び第２２条第１項から第３項まで」に、「第７条第１項」を「第８

条第１項」に改める。 

 （五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 五島市附属機関の設置等に関する条例（令和３年五島市条例第３１号）の

一部を次のように改正する。 

別表市長の部五島市空家等対策協議会（空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下この項において「法」という。）第７条第１

項）の項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改め、同項第１号中「第６条

第１項」を「第７条第１項」に改め、同項第４号を同項第５号とし、同項第３号

中「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に改め、同号を同項第４号とし、同

項第２号中「第１３条」を「第１５条」に改め、同号を同項第３号とし、同項第

１号の次に次の１号を加える。 

(2) 法第１３条第１項に規定する指導及び同条第２項に規定する勧告に関す

る事項 

附 則 
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この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）の一部改正

に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。 
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議案第２２号 

 

五島市公民館条例の一部改正について 

五島市公民館条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市公民館条例の一部を改正する条例 

五島市公民館条例（平成１６年五島市条例第２２４号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１富江町公民館の項中「五島市富江町富江１７０番地８」を「五島市富江

町富江１６５番地１」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１５日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

老朽化した富江町公民館について、富江支所庁舎との合築による建替えをするこ

とに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理

由である。 
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議案第２３号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和５年９月２８日に議決された奥浦辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別

紙のとおり変更する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

 
長崎県五島市  奥浦辺地 

（辺地の人口 ２６１人、面積 ８．４１ｋ㎡） 
 
１．辺地の概況 
 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市奥浦町 
 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市奥浦町１５９８番１ 
 （３）辺地度点数             １９８点 
 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 

奥浦地区においては、配水管の老朽化が進んでおり、漏水が発生する原因となって

いる。このことから、老朽管の布設替えを行うことにより、漏水の発生を抑制し、維

持管理費の削減及び有収率の向上並びに地区住民に安全で安心な飲用水を安定供給す

る体制の整備を図るものである。 
 
３．公共的施設の整備計画 

令和５年度から令和９年度まで   ５年間 
（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 特 定 財 源 一 般 財 源 

飲用水供給施設 五 島 市 23,487 11,742 11,745 11,742 

      

      

合 計  23,487 11,742 11,745 11,742 
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議案第２４号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和５年９月２８日に議決された戸岐・半泊・間伏辺地に係る公共的施設の総合

整備計画を別紙のとおり変更する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

 
長崎県五島市  戸岐・半泊・間伏辺地 
（辺地の人口 １３７人、面積 ５．３８ｋ㎡） 

 
１．辺地の概況 
 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市戸岐町 
 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市戸岐町１０４番 
 （３）辺地度点数             ２４４点 
 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 

戸岐地区においては、配水管の老朽化が進んでおり、漏水が発生する原因となっ

ている。このことから、老朽管の布設替えを行うことにより、漏水の発生を抑制し、

維持管理費の削減及び有収率の向上並びに地区住民に安全で安心な飲用水を安定供

給する体制の整備を図るものである。 
 
３．公共的施設の整備計画 

令和５年度から令和９年度まで   ５年間 
（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 特 定 財 源 一 般 財 源 

飲用水供給施設 五 島 市 14,518 7,258 7,260 7,258 

      

      

合 計  14,518 7,258 7,260 7,258 
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議案第２５号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和５年９月２８日に議決された濱ノ畔辺地に係る公共的施設の総合整備計画を

別紙のとおり変更する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第５次変更） 

 
長崎県五島市  濱ノ畔辺地 

（辺地の人口 １，６２８人、面積  １０．５３ｋ㎡） 
 
１．辺地の概況 
 （１）辺地を構成する町又は字の名称   長崎県五島市三井楽町濱ノ畔 
 （２）地域の中心の位置         長崎県五島市三井楽町濱ノ畔１０３０番５ 
 （３）辺地度点数            ２１３点 
 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 
   （道路施設） 

市道里釜裏線は、国道３８４号線と濱ノ畔地区の中心とを結ぶ路線の一部で、主に地域

住民の生活道路として利用されているほか、通学路としても利用されている。しかし、こ

の路線は、舗装整備後の年数の経過による路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、

車両及び歩行者の通行に支障を来している状況である。このようなことから、道路の舗装

整備を行い、地域住民の交通の安全及び利便性の向上を図るものである。 
市道浜窄線は、国道３８４号線と浜窄地区の中心とを結ぶ生活道路であり、地域住民が

頻繁に利用する路線である。しかし、この路線は、整備後の年数の経過による路面のひび

割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来している状況であ

る。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交通の安全及び利便性の

向上を図るものである。 
市道丑ノ浦線は、濱ノ畔地区と丑ノ浦地区とを結ぶ生活道路であり、地域住民が頻繁に

利用する路線である。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過による路面のひび割

れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来している状況であ 
る。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交通の安全及び利便性の

向上を図るものである。 
   （診療施設） 
   国民健康保険三井楽診療所の超音波診断装置は、平成１７年に設置したものである。し

かし、設置後１５年が経過しており、同型設備の製造の終了により故障しても修理するた

めの部品が確保できない状況であるため、疾病の状況判断に支障を来すことが懸念される。

このようなことから、新たに超音波診断装置を整備することで、地域医療の充実を図るも

のである。 
   国民健康保険三井楽診療所の乾式臨床化学分析装置、移動式免疫比濁分析装置及び自動

尿分析装置は、いずれも平成２２年に設置したものである。しかし、設置後１０年が経過

し、老朽化しているため、故障した場合、疾病の状況判断に支障を来すことが懸念される。
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このようなことから、新たに乾式臨床化学分析装置、遠心方式血液分析装置及び半自動尿

分析装置を整備することで、地域医療の充実を図るものである。 
   国民健康保険三井楽診療所の心電計は、平成４年に設置したものである。しかし、設置

後３０年が経過しており、同型設備の製造の終了により故障しても修理するための部品が

確保できない状況であるため、疾病の状況判断に支障を来すことが懸念される。このよう

なことから、新たに心電計を整備することで、地域医療の充実を図るものである。 
（飲用水供給施設） 

   八ノ川地区においては、配水管の老朽化が進んでおり、漏水又は赤水が発生する原因と

なっている。このようなことから、老朽管の布設替えを行うことにより、漏水又は赤水の

発生を抑制し、維持管理費の削減及び有収率の向上並びに地区住民に安全で安心な飲用水

を安定供給する体制の整備を図るものである。 
 

３．公共的施設の整備計画 
令和２年度から令和６年度まで   ５年間 

（単位：千円） 
        区  分 

事 業  
施 設 名     主 体 

事 業 費 
財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事 
業債の予定額 特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 29,548 0 29,548 29,548 

診療施設 五 島 市 22,385 3,300 19,085 19,030 

飲用水供給施設 五 島 市 29,945 14,800 15,145 14,800 

合  計  81,878 18,100 63,778 63,378 
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し

た
場

合
、
疾

病
の

状
況

判
断

に
支

障
を

来
す

こ
と

が
懸

念
さ

れ
る

。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、
新

た
に

乾
式

臨
床

化
学

分
析

装
置

、
遠

心
方

式
血

液
分

析
装

置
及

び
半

自
動

尿

分
析

装
置

を
整

備
す

る
こ

と
で

、
地

域
医

療
の

充
実

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
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国
民

健
康

保
険

三
井

楽
診

療
所

の
心

電
計

は
、
平

成
４

年
に

設
置

し
た

も
の

で
あ

る
。
し

か
し

、
設

置

後
３

０
年

が
経

過
し

て
お

り
、
同

型
設

備
の

製
造

の
終

了
に

よ
り

故
障

し
て

も
修

理
す

る
た

め
の

部
品

が

確
保

で
き

な
い

状
況

で
あ

る
た

め
、
疾

病
の

状
況

判
断

に
支

障
を

来
す

こ
と

が
懸

念
さ

れ
る

。
こ

の
よ

う

な
こ

と
か

ら
、

新
た

に
心

電
計

を
整

備
す

る
こ

と
で

、
地

域
医

療
の

充
実

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

（
飲

用
水

供
給

施
設

）
 

八
ノ

川
地

区
に

お
い

て
は

、
配

水
管

の
老

朽
化

が
進

ん
で

お
り

、
漏

水
又

は
赤

水
が

発
生

す
る

原
因

と

な
っ

て
い

る
。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
老

朽
管

の
布

設
替

え
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、
漏

水
又

は
赤

水
の

発
生

を
抑

制
し

、
維

持
管

理
費

の
削

減
及

び
有

収
率

の
向

上
並

び
に

地
区

住
民

に
安

全
で

安
心

な
飲

用
水

を
安

定
供

給
す

る
体

制
の

整
備

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 
令

和
２

年
度

か
ら

令
和

６
年

度
ま

で
 

 
 

５
年

間
 

（
単

位
：

千
円

）

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
 主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

島
市

 
2
9
,
5
4
8
 

0
 

2
9
,
5
4
8
 

2
9
,
5
4
8
 

診
療

施
設

 
五

島
市

 
2
2
,
3
8
5
 

3
,
3
0
0
 

1
9
,
0
8
5
 

1
9
,
0
3
0
 

飲
用

水
供

給
施

設
 

五
島

市
 

2
9
,
9
4
5
 

1
4
,
8
0
0
 

1
5
,
1
4
5
 

1
4
,
8
0
0
 

合
 

 
計

 
 

8
1
,
8
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1
8
,
1
0
0
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7
7
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6
3
,
3
7
8
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０
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飲
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体

制
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整
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図
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あ
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．
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共
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６
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8
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0
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2
,
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6
2
,
2
7
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議案第２６号 

 

工事請負契約の変更について 

 令和５年３月２４日に議決された議案第１９号工事請負契約の締結についての一

部を次のとおり変更する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

「４ 工事請負金額 １，２９９，０１９，７００円」を「４ 工事請負金額 １，

３１３，６１２，３００円」に改める。 

 

 

 （提案理由） 

 五島西漁港（嵯峨島地区）災害復旧・関連工事に係る工事請負契約の変更につい

ては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び五島市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年五島市

条例第５０号）第２条の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第２７号 

 

市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により市道の路線を

次のとおり廃止する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

路 線 名 起     点 終     点 
主要な

経過地 

奥浦１９号線 
五島市平蔵町１６２５番

３地先 

五島市平蔵町１５５０番

２地先 
な し 

奥浦２１号線 
五島市平蔵町１０５５番

地先 

五島市平蔵町１００６番

３地先 
な し 

奥浦４８号線 
五島市平蔵町１５０７番

地先 

五島市平蔵町１４７９番

地先 
な し 

 

 

 （提案理由） 

 市道路線の廃止については、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を経

る必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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廃止終点廃止起点

（廃止）奥浦19号線

Ｌ＝ 182.61 ｍ

Ｗ＝ 3.08 ｍ

廃止路線位置図
Ｓ＝１/10，000

〈議案第２７号参考〉
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廃止終点
廃止起点

（廃止）奥浦21号線

Ｌ＝ 66.65 ｍ

Ｗ＝ 3.97 ｍ

廃止路線位置図
Ｓ＝１/10，000

〈議案第２７号参考〉
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廃止終点

廃止起点

（廃止）奥浦48号線

Ｌ＝ 255.33 ｍ

Ｗ＝ 3.42 ｍ

廃止路線位置図
Ｓ＝１/10，000

〈議案第２７号参考〉
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議案第２８号 

 

市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により市道の路線を次

のとおり認定する。 

令和６年２月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

路 線 名 起     点 終     点 
主要な

経過地 

奥浦１９号線 
五島市平蔵町１６２５番

２地先 

五島市平蔵町１４９９番

１９地先 
な し 

奥浦２１号線 
五島市平蔵町１５５０番

２地先 

五島市平蔵町１０５１番

第１地先 
な し 

 

 

 （提案理由） 

 市道路線の認定については、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を経る

必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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認定路線位置図
Ｓ＝１/10，000

認定終点

認定起点

（認定）奥浦19号線

Ｌ＝ 530.85 ｍ

Ｗ＝ 3.64 ｍ

〈議案第２８号参考〉
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認定路線位置図
Ｓ＝１/10，000

認定終点

認定起点

（認定）奥浦21号線

Ｌ＝ 520.85 ｍ

Ｗ＝ 4.48 ｍ

〈議案第２８号参考〉
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報告第１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会の

議決により指定された和解及び損害賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年２月２６日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会の

議決により指定された事項について次のとおり専決処分する。 

令和６年２月９日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

交通事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。 

 

１ 和解及び損害  五島市江川町１０番地６ 

  賠償の相手方  Ｍitake合同会社 

          代表社員 橋本 賢太 

２ 和 解 の 趣 旨 

 令和５年１２月１９日、市の小型乗用自動車（長崎５０１せ６１８）を運転し

ていた本市文化観光課の職員が、五島市江川町のＭitake合同会社の駐車場におい

て、パーキングブレーキをかけずに駐車し、降車したため、同車両が斜面を下り

同駐車場に設置されていた看板に接触し、当該看板を損傷した交通事故について、

市は、当該事故の責任を全て認め、当該事故により生じた損害を全て賠償する。 

３ 損害賠償の額 Ｍitake合同会社駐車場看板修繕費  ９６，３８２円 
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